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硫黄島における調理作業等業務委託民間競争入札実施要項 

 

１ 趣旨 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５

１号。以下「法」という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革に

ついては、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サ

ービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公

正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国

民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すもので

ある。 

  上記を踏まえ、防衛省は、公共サービス改革基本方針（平成２５年６月１

４日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された硫黄島に

おける調理作業等業務委託（以下「本業務」という。）について、公共サービ

ス改革基本方針に従って、この実施要項を定めるものとする。 

 

２ 本業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき業務の質に関す

る事項 

（１）本業務を実施する場所及び施設等の概要 

ア 施設名称及び延べ面積等 

海上自衛隊硫黄島航空基地隊 食堂等 約２，０１５㎡ 

イ 所在地 

東京都小笠原村硫黄島 

ウ 施設の概要 

別図第１から別図３までのとおり。 

（２）本業務の概要 

海上自衛隊硫黄島航空基地隊食堂の調理場等を使用して、海自が作成する

献立及び調達する食材等により、硫黄島に常駐する海上自衛隊の隊員、航空

自衛隊の隊員、硫黄島に来島する隊員、視察見学者及び契約業者等の喫食（以

下「喫食者」という。）に対する調理作業等について、公共サービス実施民

間事業者（以下「受託者」という。）に委託するものである。 

本業務の実施に当たっては、喫食者の満足度向上を図りながら、厚生労働

省が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月２４日付け衛

食第８５号別添）」、「食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）」、「食

品衛生法施行令（昭和２８年政令第２２９号）」、「食品衛生法施行規則（昭

和２３年厚生省令第２３号）」等に則り衛生管理を行い、安全で効率的かつ

安定的に給食を提供する。 

（３）本業務に係る前提基準 
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  ア 朝、昼及び夕食の食数は、それぞれ３６０食を標準とする。ただし、

休暇期間、訓練等により食数が上下する場合がある。 

イ 献立の作成、食数の把握及び食材の調達は海自が実施する。なお、悪天

候により食品材料の輸送便が不通の場合や、官側若しくは台風など天候の

都合により食堂、厨房等が使用できない場合においては、献立表以外のメ

ニューになることがある。その場合は海自と管理責任者が協議するものと

する。 

食数は海自が把握し，予定給食人員喫食日の１か月前に，確定食数は３

日前までに管理責任者へ示す。 

ウ 給食の供給回数は１日３回とし、喫食時間は原則として下表のとおりで

あり、喫食開始時間に喫食ができるよう調理作業等を実施する。 

区  分 平  日 航空機運航日 休養日等 

朝  食 ０６００～０７００ ０６００～０７００ ０６３０～０７３０ 

昼  食 １１１５～１２４５ １１００～１２３０ １１４５～１２４５ 

夕  食 １６３０～１７４５ １６３０～１７４５ １６３０～１７４５ 

エ 給食の供給前には海自隊員による検食を実施する。 

（４）本業務の具体的内容 

  ア 食材の運搬・点検作業 

  イ 調理作業 

  ウ 配食作業 

  エ 洗浄作業 

  オ 残飯等及びごみの処理 

  カ ボイル作業 

  キ 弁当作成作業 

  ク 清掃作業及び整備作業 

  ケ 環境整備 

（５）管理責任者の配置等 

ア 管理責任者の配置 

受託者は、作業場での作業の遂行に関する指示、受託業務に従事して

いる者（以下「従事者」という。）の管理、海自との本業務に係る交渉等

の権限を有する管理責任者を置くものとする。なお、管理責任者について

は、上記責任を遂行できることを条件として、従事者との兼任を妨げない。 

また、管理責任者が不在となる場合は、あらかじめ受託者は代理の者

を選任しておき、管理責任者の代わりに権限を行使させるものとする。 
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イ 管理責任者の要件 

(ア) 作業全般を統括管理する能力を有し、従事者を監督指導できること。 

(イ) 海自と速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 

(ウ) 管理責任者等の休暇等に対応したシフトの管理ができること。 

(エ) 上記責任を遂行できることを条件として、従事者との兼任を妨げな

い。 

（６）確保されるべき業務の質 

ア 第３号ウによるほか、指定された食事開始時間までに食事を提供する

こと。時間遅延０回とする。 

  イ 海自から指定された食数を提供すること。食数不足０回とする。 

ウ 衛生的な食事及び喫食環境を提供すること。受託者の責めに帰する食

品衛生事故発生０回とする。 

（７）創意工夫 

   本業務の実施期間中にあっては、受託者は、第７号の質を確保すること

を前提として本業務を実施するに当たって創意工夫を行い、本業務の更な

る効率化、経費の削減等に努めなければならない。 

（８）業務の引継ぎ 

  ア 受託者は、次項に掲げる実施期間の終了後に本業務の受託予定者（以

下「受託予定者」という。）から業務内容の引継ぎの申し出があった場合

には、当該引継ぎが平成２９年３月３１日までに完了するよう協力するも

のとする。 

イ 受託予定者は、落札決定後海自に対し業務の引継ぎ等について必要な

調整を申し出ることができる。 

（９）委託費の支払方法及び支払の留保 

ア 海自は、事業期間中の監督及び検査を行い、状況を確認したうえで、契

約書に基づき委託費を支払う。 

イ 監督・検査の結果、確保すべき水準に達していない場合には、海自は改

善指示又は業務改善計画書の作成を指示する。改善指示が概ね達成された

と海自が認めた場合又は業務改善計画書を海自に提出し海自の承認を得

るまでは委託費の支払いを留保する。 

ウ 委託費の支払いに当たっては、受託者は当該月分の本業務の完了後、書

式により、海自へ当該月分の実績に応じ金額の支払い請求するものとし、

海自は支払請求書を受領した日から３０日以内に海自の定める方法によ

り委託費を受託者に支払う。 

  エ 海自の責めに帰す事由により、本業務が実施できなかった場合におい

て、受託者に損害が生じたときは、受託者はその損害につき海自に対し、

賠償を請求することができる。損害賠償の請求は、本業務を再開した日
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から３０日以内に文書により行わなければならない。 

オ 費用負担等に関するその他の留意事項 

    法令改正による増加費用及び損害の負担について、以下に該当する場 

合は防大側の負担とし、それ以外の場合については受託者が負担する。 

（ア）消費税その他類似の税制度の新設・改正（税率の改正を含む。） 

（イ）法人税その他類似の税制度の新設・改正（税率の改正を含む。） 

（ウ）ア・イの他、本業務に影響を及ぼす法令改正及び税制度の新設 

 

３ 実施期間に関する事項 

  本業務の実施期間は、平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

とする。 

 

４ 入札参加資格に関する事項 

次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 

（１）調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第２条の調理師免許を有する者

及び同等の技能を有する者を各勤務日に１名以上配置できること（調理従

事者のみ）。 

（２）法第１５条において準用する法第１０条各号（第１１号を除く。）の規定

に該当する者でないこと。 

（３）日本国籍を有する者を配置できること。 

（４）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」とい

う。）第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者又は被補

助人が、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、同条に規定する

特別な理由がある場合に該当するものとする。 

（５）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（６）平成２５年度から平成２７年度までの間の防衛省競争参加資格（全省庁

統一資格）のうち、「役務の提供等」の「Ｃ」等級以上の資格を有する者で

あること。 

（７）防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）警察当局から暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国

が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな

いこと。 

（９）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納が

ないこと。 

（10）第２項に規定する業務を提供できる態勢が整っている者、または整えら
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れることができることを証明できる者であること。 

（11）共同体による入札 

  ア 入札に参加しようとする者は、単独で本実施要項に規定する本業務の

全て担うことができない場合は、適正に本業務を遂行できる共同体で入

札に参加することができる。その場合は、入札書類提出時までに共同体

を形成し、代表企業及び代表者を定め、その他の者はグループ企業とし

て参加するものとする。 

    なお、代表企業及びグループ企業は、他の共同体に参加し、又は単独

で入札に参加することはできないものとし、共同体形成に関する協定書

又はこれに類する書類を作成するものとする。 

  イ 共同体で入札に参加する場合には、各企業は第１号から第９号までの

入札参加資格を満たすものとし、代表企業は第１０号に規定する入札参

加資格を共同体として満たすことを証明する書類を作成するものとする。 

 

５ 入札に参加する者の募集に関する事項 

本業務の入札に係る落札及び契約締結は、本業務に係る平成２６年度予算

が成立し、予算示達がなされることを条件とする。 

（１）入札に係るスケジュール（予定） 

  ア 入札公告 平成２５年１１月中旬から１２月下旬まで 

  イ 入札説明 平成２５年１１月中旬から１２月下旬まで 

    （入札に関する説明は、仕様書を防衛省に受領に来た者に対して個別

に実施する予定） 

  ウ 質問受付期限 平成２５年１２月下旬 

    （質問は、書面（電子メール又はＦＡＸ等）により受け付けることとし、

質問及び回答は軽微なものを除き、すべて公表する。様式は、別紙第１

のとおり。） 

  エ 入札関係書類提出期限 平成２６年１月上旬 

  オ 競争参加資格の確認結果の通知 平成２６年１月中旬 

  カ 入札・開札 平成２６年１月下旬 

  キ 警察庁による暴力団排除条項該当性の有無の確認 平成２６年１月下

旬から２月中旬 

ク 落札者の決定 平成２６年２月下旬 

ケ 契約の締結 平成２６年４月１日 

（２）入札実施手続 

ア 入札説明会後の質問受付 

入札公告に際して、実施要項の交付を受けた者は、当該実施要項の内

容や入札に係る事項について、入札説明後に質問を行うことができる。 
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質問は原則として別紙第１により行い、質問内容及び当方からの回答

は原則として入札説明書の交付を受けた者に対し、書面により送付する

ことにより公開するとともに横須賀地方総監部ホームページに掲示する。 

イ 提出書類 

    民間競争入札に参加を希望する者（以下「入札参加希望者」という。）

は次の書類を提出すること。 

（ア）入札書 

消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった経費の１０８分の１００に相当する金額を記載すること。な

お、消費税率が改正された場合は、その税率に相当する金額を記載す

ること。 

（イ）提案書 

本実施要項第２項に規定する業務を提供できる態勢の有無を審査す

るため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。 

    a 実施体制 

(a) 業務従事者の配置 

    (b) 管理体制及び連絡体制 

    (c) 従業員の教育研修体制 

    b 食品衛生管理 

    (a) 衛生管理体制 

    (b) 衛生事故へ対応 

c 秘密等保持 

  秘密等保持に係る教育 

 

６ 入札等内容及び落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定

に関する事項 

（１）評価方法 

  ア 入札参加資格の確認 

    海自は、平成２５年度に有効な競争契約の参加資格（全省統一資格）

に係る写し及び前項第２号イ（イ）に掲げる提案書その他入札説明書等

に基づき提出される入札関係書類により第４項に規定する入札参加資格

を確認し、その資格を満たしていない入札参加希望者は、入札に参加で

きないものとする。 

  イ 提案書の評価 

別紙第２に定める提案書評価基準に基づいて提案書の評価を行い、１

項目でも要件を満たしていない場合は不合格とする。なお、評価に際し

ては入札参加希望者に対しヒアリングを行うことがある。 
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（２）落札者の決定方法 

  ア 第４項に規定する入札参加資格をすべて満たし、入札書に記載された

金額が、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落

札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その

者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め

られるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱

すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち最低の価格の

次に低い価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 

  イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が２者以上

いる場合は、当該入札をした者にくじを引かせ落札者を決定するものと

する。当該入札をした者がくじを引くことができない場合には、入札事

務に直接関係がない海自の職員がこれに代わってくじを引くものとする。 

  ウ アに規定する要件を満たす入札がなかった場合には、改めて直ちに再

度の入札を行うものとする。 

  エ 落札者が決定した場合には、落札者の氏名又は名称、落札金額、落札

者決定の理由等を遅滞なく公表するものとする。契約を締結した場合も

同様とする。 

（３）落札者が決定しなかった場合の措置 

ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直

ちに再度の入札を行うものとする。なお、入札参加者又はその代理人が立

ち会わない場合若しくは入札関係海自職員の許可なくして開札場所から

退出した場合には、当該入札参加者又はその代理人は、当該年度の入札を

辞退したものとみなす。 

イ アによってもなお落札者となるべき者がいないときは、入札参加条件等

を見直した後、再度公告入札を行うこととする。 

ウ 入札により落札者が決定せず、本業務を実施する時間が十分に確保でき

ない等やむを得ない場合には、本実施要項によらないことができる。 

   この場合においては、海自はその理由を公表するとともに、法第３７

条の規定に基づき設置された官民競争入札等監理委員会（以下「監理委

員会」という。）に報告するものとする。 

 

７ 入札対象事業に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

  別紙第３のとおり。 

 

８ 受託者に使用させることができる国有財産に関する事項 

（１）使用可能な施設、設備等 
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別紙第４のとおり。 

（２）使用に係る経費等 

上記の施設・設備等については、海自と受託者間で使用に関する確認書を

取り交わしたうえで、無償使用することができる。ただし、受託者は、従事

者の故意又は過失により施設・設備等に損害を与えた場合には、直ちに海自

職員に報告し、その指示に従い、受託者の負担において修復等を行うものと

する。 

   

９ 受託者が対象公共サービスを実施するにあたり、海自に対して報告すべき

事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他対象公共サービスの適

正かつ確実な実施の確保のための契約により、受託者が講ずべき措置に関す

る事項 

（１）業務報告 

受託者は、実施した業務内容等を仕様書に定める業務日誌により、翌日（土

日及び祝日の場合は次の平日）までに海自へ提出する。 

（２）受託者からの報告等に係る監督・検査体制 

海自は、法第２６条第１項の規定に基づき、受託者に対し、当該業務の

状況に関し必要な報告を求め、又は受託者の事務所等に立入り、本業務の

実施状況若しくは帳票、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問す

ることができるものとする。この場合において、当該検査を行う海自の隊

員は、当該検査が法第２６条第１項の規定に基づくものであることを受託

者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示す

るものとする。 

（３）指示等 

海自は、受託者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、法第２７条第１項の規定に基づき、受託者に対し、

必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 

（４）秘密を適正に取り扱うために必要な措置 

  ア 個人情報の保護 

受託者は、海自から貸与又は提供された個人情報その他業務の実施に

関して知り得た個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５８号）の規定に基づき、適切に管

理しなければならない。また、当該個人情報については、本業務以外の

目的のために使用してはならない。 

  イ 秘密の保持等 

    受託者である民間事業者（その者が法人である場合にあっては、そ 

の役員）若しくはその職員その他の従事者又は本業務に従事していた者
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は、本業務の実施に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は盗用し

てはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法

第５４条により罰則の適用がある。 

ウ 受託者は、本業務の実施に関して知り得た情報（公知の事実等を除く）

を第三者に閲覧させ、複写させ、譲渡し、又は委託業務以外の目的に使用

してはならない。ただし、あらかじめ書面による海自の承諾を得たときは

この限りでない。 

  エ 受託者は、本業務の実施に関して知り得た情報(公知の事実等を除く。)

について、本業務終了時に、海自への返却又は消去若しくは破棄を確実

に行うものとする。 

（５）契約に基づき受託者が講ずべき措置 

  ア 書類の提出 

    受託者は仕様書に定める書類を遅滞なく提出しなければならない。 

  イ 業務の開始及び中止 

  （ア）受託者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に業

務を開始しなければならない。 

（イ）受託者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとすると

きは、あらかじめ海自の承認を得なればならない。 

  ウ 金品等の接受の禁止 

    受託者及び従事者は、業務において金品等を受け取ること、又は与え

ることをしてはならない。 

  エ 宣伝行為の禁止 

    受託者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行って

はならない。 

  オ 法令の順守 

    受託者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵

守しなければならない。 

  カ 安全衛生 

    受託者は、従事者の労働安全衛生に関する労務管理について、責任者

を定め、関係法令に従って行わなければならない。 

  キ 記録・帳簿書類等の保存期間 

    受託者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、

委託事業を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度の４月１日か

ら起算して５年間保管しなければならない。 

  ク 権利の譲渡等 

    受託者は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若し

くは引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ書面により海自の
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承認を得た場合はこの限りでない。 

ケ 権利義務の帰属等 

  （ア）本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するとき

は、受託者は、その責任において必要な措置を講じなければならない。 

（イ）受託者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらか   

じめ海自の許可を得なければならない。 

コ 再委託の取扱い 

（ア）受託者は、本業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。 

（イ）受託者は、本業務の一部について再委託を行う場合は、次の各号につ

いてあらかじめ文書により海自の承認を受けなければならない。 

   ａ 再委託の相手方の商号又は名称及び住所 

   ｂ 再委託を行う業務の範囲 

   ｃ 再委託を行う必要性 

   ｄ 契約金額 

（ウ）受託者は、第三者に再委託を行う場合においても、本業務に受託者の

義務とされている事項につきその責めを免れない。 

（エ）受託者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合に

は次の各号について文書により海自に届け出なければならない。 

   ａ 当該第三者の商号又は名称及び住所 

   ｂ 委託を行う業務の範囲 

（オ）受託者は、再委託に関する書面の記載事項に変更があった場合には、

遅滞なく変更の届出を行わなければならない。 

サ 契約内容の変更 

   海自及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようと

する場合には、あらかじめ変更の理由を提示し、相手方の承認を得なけれ

ばならない。 

シ 海自の解除権  

  (ア) 海自は、次のいずれかに該当する場合には、本業務の契約の全部又は

一部を解除することができる。 

a  受託者の責めに帰すべき理由により受託業者が履行期限までに本業

務を完了しなかった場合 

   b 受託者の責めに帰すべき理由により受託業者が本業務を完了できな

くなった場合 

   c 受託者が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達

することができなくなった場合 

   d 公正取引委員会が受託者又は受託者の代理人に対して私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下
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「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２（同法第８条第１号若

しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置

命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を

行ったとき、又は同法第７条の２第１８項若しくは第２１項の規定に

よる課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

e 受託者又は受託者の代理人（受託者又は受託者の代理人が法人の場合

にあっては、その役員又は使用人）が刑法（昭和４０年法律４５条）第

９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項の規定

による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 

f 警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長（以 

   下「暴力団対策主管課長」という。）への照会、又は暴力団対策主管課  

   長からの通知により、受託者が次の各項目の一つに該当すると認めら 

れたとき。 

（ａ）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合  

     はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契

約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員であるとき。 

（ｂ）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用 

するなどしているとき。 

（ｃ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便    

宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力

し、若しくは関与しているとき。 

（ｄ）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不 

当に利用するなどしているとき。 

（ｅ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

しているとき。 

g 受託業者が自ら又は第三者を利用して次の各事項の一つに該当する 

行為をした場合 

（ａ）暴力的な要求行為 

（ｂ）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（ｃ）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（ｄ）偽計又は威力を用いて海自の業務を妨害する行為 
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（ｅ）その他これらに準ずる行為 

h 下請負者等（下請負者（再下請負以降の全ての下請請負者を含む。）、   

受任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び下請負者又は受任者が

当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下

同じ。）がシ（ア）f 及び g の一に該当する者（以下「排除対象者」とい

う。）であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認

したとき、又は正当な理由がないのにシ（ア）f の規定に反して当該下

請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除さ

せるための措置を講じないとき。 

（イ）受託者は、この契約に関して、受託者又は受託者の代理人が独占禁止

法第７条の２第１８項又は第２１項の規定による通知を受けた場合は、 

速やかに、当該通知文書の写しを海自に提出しなければならない。 

（ウ）受託者は、シ（ア）f に関し、海自から求めがあった場合、受託者の役

員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）。ただし、有価

証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表

とする。）及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類

から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意す

るものとする。 

（エ）受託者は、シ（ア）f 及び g いずれに該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約する。 

（オ）受託者は、排除対象者を下請負者等としないことを確約する。 

（カ）受託者は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したと

きは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し

契約を解除させるようにしなければならない。 

（キ）受託者は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政

治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当

介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、又は

下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事

実を海自に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行

うものとする。 

（ク）海自は、上記に定める場合のほか、海自の都合により必要がある場合 

は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

ス 受託者の解除権 

受託者は、海自がその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反 

した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内 

に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

セ 契約解除時の取扱い 
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（ア）シに該当し、契約を解除した場合には、海自は受託者に対し、当該解

除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給

する。 

（イ）この場合、受託者は契約金額の１００分の１０に相当する金額を違  

約金として海自の指定する期間内に納付しなければならない。 

ソ 損害賠償 

受託者は、受託者及び従事者の故意又は過失により海自に損害を与えたと

きは、海自に対して、その損害について賠償する責任を負う。 

タ 不可抗力免責 

受託者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により委託事業の全部又は一

部の履行が遅延又は不能となった場合は、当該履行遅延又は履行不能による

責任を負わないものとする。 

チ 契約の解釈 

契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受託者と海自が協

議する。 

 

 

１０ 本事業を実施するに当たり、第三者に損害を加えた場合において、その

損害の賠償に関し受託者が負うべき責任に関する事項 

本契約を履行するにあたり、受託者が、故意又は過失により、第三者に

損害を加えた場合における当該損害に対する賠償等については、次に定め

るところによる。 

（１）受託者に対する求償 

海自が国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１項等に基づき

当該第三者に対する賠償を行ったときは、海自は受託者に対し、当該第三者

に支払った損害賠償額（当該損害の発生について海自の責めに帰すべき理由

が存する場合は、海自が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限

る。）について求償することができる。  

（２）海自に対する求償 

受託者が民法（昭和２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき当該第三

者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について海自の責め

に帰すべき理由が存するときは、受託者は海自に対し、当該第三者に支払っ

た損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について

求償することができる。 

 

１１ 本業務の評価に関する事項 

（１）調査時期 
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海自は、法第７条第８項の規定に基づく内閣総理大臣が行う評価の時期

（平成２８年５月を予定）を踏まえ、事業開始から平成２８年３月までの本

業務の実施状況を調査するものとする。 

（２）調査の方法 

海自は、本業務の内容について、その評価が的確に実施されるよう、実施

状況等の調査を行うものとする。 

（３）調査項目 

  ア 第２項第７号において、本業務の質として設定した項目 

 イ 献立に関する履行の状況 

（４）実施状況等の届出 

海自は、前号に示す調査項目に関する内容をとりまとめた本業務の実施状

況等について、第１号の評価のために、平成２８年３月を目途に内閣総理大

臣及び官民競争入札等監理委員会へ提出する。 

 

１２ その他本業務の実施に関し必要な事項 

（１）本業務の実施状況等の監理委員会への報告及び公表 

ア 海自は、本業務の実施状況について平成２６年度から平成２８年度分を

取りまとめて監理委員会に報告するとともに、公表する。 

イ 海自は、委託者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、

本業務終了後に監理委員会に報告するとともに、法第２６条及び法第２７

条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措

置の内容及び理由並びに結果の概要を管理委員会に報告する。また、海自

が必要と判断した場合には、その措置内容等を公表する。 

（２）海自の監督・検査体制 

本業務に係る従事者の監督・検査は、契約担当官等が、自ら又は補助者に

命じて、立会い、指示その他適切な方法によって行うものとする。本業務の

監督・検査は第９項により行うものとする。 

（３）受託者が負う可能性のある主な責務等 

ア 罰則等 

（ア）法第２５条第２項の規定により、本業務に従事する者は、刑法（明治

４０年法第４５号）その他の罰則の適用については、法令により公務に

従事する職員とみなす。 

（イ）法第２５条第１項の規定に違反して、本業務の実施に関して知り得た

秘密を漏らし、又は盗用した者は、法第５４条の規定により１年以下の

懲役又は５０万円以下の罰金に処される。 

（ウ）次のいずれかに該当する者は、法第５５条の規定により３０万円以下

の罰金に処される。 
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ａ 法第２６条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又は同項による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質

問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

ｂ 正当な理由なく、法第２７条第１項の規定による指示に違反した者 

（エ）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、

その法人又は人の業務に関し、前（ウ）に規定する違反行為をしたとき

は、法第５６条の規定により、行為者が罰せられるほか、その法人又は

人に対して本号ア（ア）に規定する刑を科される。 

  イ 会計検査 

受託者は、本業務が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２３

条第１項第７号に規定する事務又は業務の委託者に該当し、会計検査院

が必要と認めるときには、同法第２５条及び第２６条により、会計検査

院の実施検査を受け、同院から直接又は委託者を通じて、資料、報告書

等の提出を求められ、又は質問を受けることがある。 
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別紙第１ 

 

硫黄島における調理作業等業務委託民間競争入札 

実施要項の内容及び入札に係る質問について 

 

平成  年  月  日 

 

海上自衛隊硫黄島航空基地隊補給隊 宛 

ＦＡＸ：０４９９８－４－１１１１（内線２６８） 

 

名称又は商号  

担当者（部署名）  

電話番号  

質問事項 

※入札実施要項に係る質

問は項目番号を記入す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）紙面が不足する場合等、別紙に記入されても結構です。 
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別紙第２ 

 

提案書評価基準 

 

 提出された提案書について、本業務の目的及び業務内容を照らし、最低限の

要求要件を満たし得るものは合格とし、１要件でも満たしていないものは不合

格とする。 

 

評価及び評価の要素 

 Ｎｏ 評価項目 評価基準 

１ 実施体制 

 １－１ 従事者の配置 本業務を適正かつ継続的に実施する

ために必要な資格者を所要数従事さ

せる体制の有無 

 １－２ 管理体制及び連絡体制 本業務を適正かつ継続的に実施する

ために必要な管理体制及び海自との

適格な連絡体制の有無 

 １－３ 従事者の教育研修体制 調理技能や厨房機器等の取扱等に関

する事前の教育研修体制及び計画の

有無 

２ 食品衛生管理 

 ２－１ 衛生管理体制 大量調理施設衛生管理マニュアルに

従った衛生管理の体制及び計画の有

無 

 ２－２ 衛生事故への対応 食中毒の感染拡大防止及び感染源特

定等のために必要な協力体制の有無 

３ 秘密等保持 

 ３－１ 秘密等保持に係る教育 法第２５条に基づく秘密保持義務等

及び個人情報の取扱いに係る教育体

制の有無 

 

 

 

 

 

 



１９ 

 

 別紙第３ 

従来の実施状況に関する情報の開示 

１ 従来の実施に要した経費                (単位：千円） 

    平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

    

人件費 

常勤職員       

    
非常勤職

員 
      

    物件費       

    委託費 ８０，８５０ ８０，７２４ ６４，７８５ 

  計(a)   ８０，８５０ ８０，７２４ ６４，７８５ 

  参
考
値 

減価償却費       

  退職給付費用       

  （b) 間接部門費       

  （ａ）＋（b） ８０，８５０ ８０，７２４ ６４，７８５ 

２ 従来の実施に要した人員 

    平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

  常勤職員 １２ １２ １２ 

  非常勤職員       

  

(業務従事者に求められる知識・経験等) 

実施要項及び仕様書参照 

  

(業務の繁閑の状況） 

繁忙時期：通年 

  

(その他） 

対象業務については、原則一般競争入札で外部委託により実施している。 

３ 従来の実施に要した施設及び設備 

  仕様書のとおり。 

  



２０ 

 

  

（注記事項） 

・仕様書に記載された施設及び設備は無償で貸与する。 

・業務を実施するため仕様書に示すスペース及び備品類を無償で貸与する。 

・仕様書において民間事業者が用意すると記載された設備等は防衛省の業務に

支障を与えないものとする。 

・宿泊施設で発生した光熱水料は、電気料金約３３９万円、給水料金約５１万

円、汚水処理料金約７２万円（２４年度実績）（電気１Kwh＝17.30 円,給水１㎥

＝814.00 円、 

汚水処理１㎥＝298.61 円）食費は、1097 円／日（朝 265、昼 431、夕 401）（２

５年度実績）医療費は、診療報酬点数による。 

 

４ 従来の実施における目的の達成の程度       

  

硫黄島における給食業務等委託に係る目的の達成程度 

・指定された時間に食事を提供すること。時間遅延０回とする。 

・指定された食数を提供すること。食数不足０回とする。 

・衛生的な食事を提供すること。受託者の責に帰する食中毒発生０回とする。 

    平成２２年

度 

平成２３年

度 

平成２４年

度 

    

  時間遅延 ０ ０ ０     

  食数不足 ０ ０ ０     

  食中毒発生 ０ ０ ０     

５ 従来の実施方法         

  
業 務 項 目 

現状（競争入札） 民間競争入札 
備 考 

  防衛省 受託業者 防衛省 受託業者 

  調理作業等委託   ○   ○ 業務詳細

は、仕様

書によ

る。   
上記業務の管理、

監督 
○   ○   

 



 

 

 

２
１

 

 

受託者に使用させることができる国有財産 
 

使用可能な施設、設備等 

 

番号 施 設 等 の 名 称 

面積・

単 位

（㎡） 

 

番号 施 設 等 の 名 称 

面積・

単 位

（㎡） 

１ 幹部食堂 153.9 ２３ 電気室（屋外） 42.6 

２ 幹部配膳室及び通路 123.4 ２４ 機械室（屋外） 99.9 

３ 前室・便所・掃除用具室 34.0 ２５ 生ごみ置場冷蔵庫・ごみ置場（屋外） 10.0 

４ 曹士食堂 201.0 ２６ プラットホーム（屋外） 46.5 

５ 曹士配膳室及び通路 154.6 ２７ プラットホーム（屋外） 293.4 

６ 前室・便所・掃除用具室 34.0 ２８ 酪農品冷蔵庫（屋外） Ｗ9.15×Ｄ7.70×Ｈ2.70 70.5 

７ 洗浄室 66.9 ２９ 冷凍品保存庫（屋外） Ｗ4.36×Ｄ7.70×Ｈ2.70 33.6 

８ 前室・プラットホーム 43.9 ３０ 農産品冷蔵庫（屋外） Ｗ9.25×Ｄ7.70×Ｈ2.70 71.2 

９ 休息室・便所・シャワー室 36.8 ３１ 機械室（屋外） 34.4 

１０ 厨房 186.9 ３２ 組立式糧食庫（屋外） Ｗ9.00×Ｄ3.60×Ｈ2.30 32.4 

１１ 野菜調理室 23.0 ３３ 組立式糧食庫（屋外） Ｗ9.00×Ｄ3.60×Ｈ2.00 32.4 

１２ 食肉加工室 14.6 ３４ 乾物庫  12.9 

１３ 食肉冷凍庫 14.6    

１４ パン焼室 21.7    

１５ 野菜冷蔵庫      Ｗ4.60×Ｄ3.70×Ｈ2.68 24.8    

１６ 食肉冷蔵庫      Ｗ2.28×Ｄ2.33×Ｈ2.68 8.7    

１７ 準備冷蔵庫      Ｗ2.30×Ｄ3.27×Ｈ2.68 7.9    

１８ 酪農製品冷蔵庫    Ｗ2.90×Ｄ2.30×Ｈ2.68 7.5    

１９ 糧食庫 38.5    

２０ 倉庫（Ａ） 6.7    

２１ 倉庫（Ｂ） 12.0    

２２ 冷凍機室 20.0    
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２
２

 

 

 

給 食 器 材 等 



 

 

 

２
３

 

 

 

給 食 器 材 等 



 

 

 

２
４

 

 

 

給 食 器 材 等 



 

 

 

２
５

 

宿 舎 等 
１ 使用可能な施設 

建物名 場  所 面 積 備  考 

一般宿舎 居室 ９．２４㎡ ３２室 

娯楽室 １８．４８㎡ １室 

洗濯室 １８．４８㎡ １室 

シャワー室 １８．４８㎡ １室 

倉庫 ９．２４㎡ １室 

２ 使用可能な備品 

建物名 場  所 備品等名 数 量 備  考 

一般宿舎 居室 ベット ３０ 各室 

ベットマット ３０ 各室 

毛布 ９０ １人あたり３枚 

居室、娯楽室 ＴＶ ２７ 空き室には無し 

居室、娯楽室 冷蔵庫 ３４  

居室、娯楽室 空気調和装置 一式  

娯楽室 製氷機 １  

トースター ３  

電子レンジ ２  

保温ポット ３  

空気清浄器 １  

居室、娯楽室 机 ２６  

椅子 ２０  

娯楽室 ソファー（短） ４  

ソファー（長） ３  

倉庫 物品棚 ３  

廊下 電話機 １ 内線専用（一般回線からの受話は可能） 

 ３ その他 

島内に公衆電話（アナログ回線）は設置されているが、インターネットの使用環境はない。 



 

   

 

２
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自衛隊管理区域 
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硫黄島航空基地施設略図  
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環境整備区画 

（約３００㎡） 

食 堂 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

一
般
宿
舎 

受託事業者宿舎 

飛行場地区 
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付図３－食堂内概略図 
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33 組立式糧食庫 

28 酪農品冷蔵庫 29 冷凍品保存庫 30 農産品冷蔵庫 31 機械室 

27 プラットホーム 
25 生ごみ置場冷蔵庫・ごみ置場 

24 機械室 

13 食肉冷凍庫 

23 電気室 

16  17  18 

32 組立式糧食庫 

26 

22冷凍機室 

21倉庫(B)  

12食肉加工室 

14パン焼室 

16食肉冷蔵庫 

17準備冷蔵庫 
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34乾物庫 

15野菜冷蔵庫 

9休息室・便所・シャワー室 

5 曹士配膳室及び通路 
6便所・掃除用具室 

4 曹士食堂 
1 幹部食堂 

8プラットホーム 

7  洗浄室 

2 幹部配膳室及び通路 
3便所・掃除用具室 
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調達要求番号： 

海  上  自  衛  隊  仕  様  書 

物 品 番 号 等  仕 様 書 番 号  

名  称 
硫黄島における 

調理作業等業務 

大 臣 承 認 番 号  

作 成 年 月 日  

変 更 年 月 日  

単 位 一 式 

作 成 担 当 部 課 等 硫黄島航空基地隊 

1. 総 則 

1.1 適用範囲  

この仕様書は，海上自衛隊硫黄島航空基地隊における調理作業等業務について適用する。 

a) 期間 平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までの間 

b) 場所 海上自衛隊硫黄島航空基地隊 食堂等（付図第１から付図第３） 

1.2 用語の定義  

この仕様書で使用する用語の定義は，次に定めるところによる。 

a) 通常食 食堂で喫食する朝，昼及び夕食 

b) 弁当食 航空用機上食及び弁当食 

c) 盛り付け 調理したものを隊員が取りやすい器に移すこと。また，献立により各皿に

盛り付けること 

d) 適温配食 献立により，その献立に適した温度で配食すること 

e) 残飯等 朝，昼及び夕食の残飯，調理作業後の残菜 

f) 生糧品 生体のまま加工されてない食材及び加工された半製品 

g) 貯糧品 常温において保管しても，長期間品質の変化しない食材 

h) 食堂等 幹部，曹士食堂及びその他の施設（配膳室，通路，前室，便所，掃除用具室） 

i) 厨房等 厨房，野菜調理室，食品加工室及びパン焼室 

j) 作業管理者 作業実施者を管理し，直接指揮命令する者 

k) 作業実施者 この役務を直接実施する者 

l) 作業管理者等 作業管理者及び作業実施者 

1.3 引用文書等  

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲において，この仕様書の

一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし，契約

後，当該文書に一部改正事項等あった場合は，別途協議する。 

1.3.1 法令等 

a) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

b) 労働災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号） 

c) 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

1.3.2.1 引用文書 

a) 硫黄島航空基地隊例規類集 

b) 海上自衛隊契約規則の実施に関わる書式等について（通知）（海幕経第５１２５号。７．

１２．１１） 

c) 大量調理施設衛生管理マニュアル（衛食第８５号別添。９．３．２４） 

1.3.2.2 関連文書 

a) 海上自衛隊補給実施要領（補本装補第２０７２号。１８．１２．２７別冊） 

b) 海上自衛隊の情報保証に関する達（平成１９年海上自衛隊達第３７号） 

c) 海上自衛隊の保有する個人情報の安全確保に関する達（平成１７年海上自衛 
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隊達第１３号） 

1.4 技術資料 

 手順書（硫黄島における調理作業等業務） 

2 役務に関する要求 

2.1 役務の内容 

 硫黄島に常駐及び来島する人員に対して安全かつ適温な食事を提供すること。 

2.2 一般的要求事項 

作業管理者等の要件等は，次の要件による。 
a) 硫黄島という離島における当該業務の特性（出入島は原則として自衛隊の航空便（週４便程度）の

みであり，食料，基地維持に関する物資の輸送が優先されることから，予約から搭乗まで２か月程度

要する場合がある。ただし，けが等により，硫黄島内で治療が困難と医官が判断した場合，受託業者

から東京都知事に災害派遣要請依頼することにより，応救出動機が派遣される。）をよく認識し，健

康，衛生的であること。 

b) 調理師免許保有者を各勤務日に１名以上勤務させること。 

c) 契約後遅滞なく確実に当該業務を実施する能力を有すること。 

d) 日本国籍を有する者とすること。 

2.3 作業管理者の要件 

a) 作業全般を統括管理する能力を有し，作業実施者を監督指導できること。 

b) 官側と速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 

c) 作業管理者等の休暇等に対応したシフトの管理ができること。 

d) 上記責任を遂行できることを条件として，作業実施者との兼任を妨げない。 

2.4 作業実施者の要件 

 作業実施者は，当該業務に必要な，食品衛生に関する知識を有すること。 

2.5 役務の種類及び内容 

 役務の種類は以下のとおりであり，細部は手順書のとおり。 
a) 輸送される食品材料の格納作業 
b) 調理作業 
c) 配食作業 
d) 洗浄作業 
e) 残飯等及びごみの処理 
f) ボイル作業 
g) 弁当作成作業 
h) 清掃作業及び整備作業 
i) 環境整備 
2.6 標準業務量等 

2.6.1 標準食数及び食品材料 

a) 標準食数は，調達要領指定書のとおりであり，食数は官側が把握し，予定給食人員喫 

食日の１か月前に，確定食数は３日前までに作業管理者へ示す。 

b) この役務に必要な食品材料，調味料等は官側が提供する。 

2.6.2 献立 

 厚木航空基地隊栄養担当官が作成する献立表を標準とする。 

 なお，悪天候により食品材料の輸送便が不通の場合や，官側若しくは台風など天候の都

合により食堂，厨房等が使用できない場合においては，献立表以外のメニューになること 

がある。その場合は官側と作業管理者が協議するものとする。 

2.6.3 使用器材等 

 調理作業等に使用する給食器材は，米軍関連器材（国有財産）と硫黄島航空基地隊保有

の給食器材（以下「給食器材等」という。）に区分される。 
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 なお，給食器材等は献立に基づき効率的に使用し調理作業を行うが，米海軍艦載機着陸 

訓練時には，米軍関係者との共同使用とする。 

2.6.4 標準作業時間 

 調達要領指定書のとおり。 

2.6.5 作業人員 

 作業は，以下を標準として実施する。 

 １日につき １２人（作業管理者１人，作業実施者１１人（島内待機含む。）） 

2.7 輸送 

 使用する食材の輸送は官側が行い，厚木航空基地隊から空輸される。 

2.8 費用負担 

 以下のものについては，すべて受託事業者手配とする。 

a) 被服 

b) 厨房の清掃に必要な用具，洗剤等（付表のとおり。） 

c) 事務用品 

d) その他，官側負担以外の経費等 

2.9 作業管理者等の管理 

 次によるほか食品衛生法，大量調理施設衛生管理マニュアル及び関係法令に従うものと

する。 

2.9.1 作業管理者等の健康管理 

a)  受託事業者は，作業管理者等に対して，この役務開始前に健康診断を行い，心臓病，

高血圧，痛風，虫歯等の離島勤務に支障のある疾患がない旨の健康診断証明書を官側

に提出する。役務開始後においては年１回以上実施し，その結果を速やかに監督官に

提出する。 

b)  受託事業者は，作業管理者等の健康管理に留意し，伝染病患者はもとより下痢，化膿

症などの疾患の疑いのある者，又は官側から特に衛生上の理由により不適格と判断さ

れた者は，就業させてはならない。 

2.9.2 検便検査等 

a)  受託事業者は，作業管理者等に対して，受託事業者の指定する機関において，大量調

理施設衛生管理マニュアル（調理従事者等の衛生管理）に基づき，検便検査（赤痢菌，

腸チフス，パラチフス菌，サルモネラ菌，病原性大腸菌（腸管出血性大腸菌Ｏ－１５

７））を毎月又は新たに就業する際は事前に行う。 

b) １０月から３月の間はノロウイルスの検査も併せて行う。  

c) 健康診断及び検便検査の結果は，速やかに監督官に提出する。 

2.9.3 作業管理者等の衛生管理 

a) 作業実施者の服装は常に清潔なものを使用し，作業衣に白色の炊飯帽，調理服，調理

前掛，調理長靴，マスク等を着用させ，食堂の利用者に不快感を与えないように留意

する。 

b) 厨房への作業従事時間以外の関係者以外の立入りは，厳重に注意する。 

c) 作業実施者には，調理前，用便後，汚物取り扱い後及び配食前には必ず完全手洗い及

びアルコール消毒を徹底すること。 

d) 食器類は，使用の都度洗浄し，食器消毒保管庫に格納して殺菌を行うこと。 

e) 食堂内は清潔に保ち，施設，器具及び容器等の衛生保持に留意すること。 

f) 食材及び調理済み食品は，鼠害，昆虫，ほこり等により汚染しないように衛生的に保

管すること。 

g) 配食までの時間を短縮するような時間配分し，調理後の食品は衛生的に取り扱うこと。 
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h) その他法令に定められた衛生管理に関する事項及び官側の指定した安全守則等の諸規

約を遵守すること。 

i)  受託事業者は，使用する施設，器材を清潔に保つとともに，毎日の作業終了後は必ず

清掃をしなければならない。また，排出水については，公害防止に特に留意すること。 

2.9.4 作業管理者等の安全管理 

 作業日誌（様式第１）に基づき，食数，調理室（ガス元栓）の開閉時間，代表者氏名，

当日の作業実施者員数，各倉庫の照明（断），各冷蔵庫・冷凍庫の温度（午前，午後）の確

認を行い，代表者氏名の署名及び押印後毎日監督官に提出する。 

2.9.5 保存食 

 受託事業者は，保存食を毎日朝，昼，夕の調理の都度，食品の検査用として調理済み食

品１品５０ｇ程度を官側が用意した清潔な容器に密封し，零下２０℃以下で２週間以上保

存すること。 

2.10 検査等への協力 

 受託事業者は，官側が受検する検査，監査，審査，立入検査，点検に協力する。 

3 監督・検査 

3.1 監督 

 役務の工程については立会及び作業日誌（様式第１）による書面により監督を行う。 

3.2 検査 

 検査官が毎月作業実施確認書（様式第２）による書類審査を行うほか，業務の実施につ

いて立会又は作業日誌等による書類審査により検査を行う。 

4 偽装請負の防止 

4.1 作業管理者等の選任 

 作業管理者等の選任は，次による。 

a) 受託事業者は，契約後速やかに，この役務の履行について官側との連絡調整にあたり，

作業実施者を直接指揮命令する作業管理者の選任をし，また，作業実施者を選定し，

作業管理者等名簿(様式第３)を提出するものとする。 

なお，作業管理者は，監督官と速やかに連絡調整できる態勢をとれる者とする。 

b) 受託事業者は，前号において，作業管理者等が傷病等により休務した場合及び休暇で

不在になる場合に代務する作業管理者等をあらかじめ名簿に加えるものとする。 

c)  受託事業者は，役務履行中において，新たに作業管理者等を選任又は解任する必要を

生じた場合，速やかに作業管理者等名簿及び誓約書を提出するものとする。 

4.2 労働災害補償保険上の責任 

 受託事業者は，作業管理者等の労働災害補償保険法及びその他の法令上すべての責任を

負うものとする。 

 なお，万一，事故等が発生した場合は，速やかに監督官に報告する。 

4.3 作業実施要領の作成 

 受託事業者は，緊急時の連絡体制，衛生管理，安全管理，保全教育等必要な事項を総合

的にまとめた作業要領書を様式適宜で作成し，役務開始前までに監督官に提出する。 

4.4 教育 

 受託事業者は，作業管理者等に対して，この役務に関する教育を，前項により作成した

作業要領書を用い役務開始前までに実施し，様式適宜で監督官に報告する。 

5 その他の指示 

5.1 情報保証 

a) 受託事業者（作業管理者等を含む。）は，役務実施上知り得た情報を他に漏らし，また

は利用してはならない。 
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b) 受託事業者は，官側が示した資料等を業務場所以外に持ち出してはならない。 

なお，契約終了後及び契約解除後も同様とする。 

5.2 賠償責任 

a) 受託事業者は，故意又は重過失による受託事業者の責に帰すべき事由により，設備，

展示物及びその他官側所有の国有財産を損傷又は棄損した場合は，補修若しくはその

損害を賠償しなければならない。 

b) 役務実施中，施設，器材及び食材に損害を与えた場合は，速やかに官側に報告すると

ともに，受託事業者の責任において原状回復する。また，喫食者及び調理関係者に食

中毒の健康被害が発生した場合，その過失責任に応じ，官に与えた業務に関わる損失

を補償する。 

5.3 食中毒等 

 役務において，喫食者及び調理関係者に食中毒等の健康被害が発生した場合，所轄の保

健所（東京都）の指導に従うほか，官側と調整及び協議をするものとする。 

5.4 訓練・天災等 

5.4.1 訓練等 

 災害派遣，訓練または演習等により，作業内容に変更がある場合は官側と作業管理者が

協議するものとする。 

5.4.2 天災等 

 天災地変等の事由により，役務の履行ができない場合は，官側と作業管理者が協議する

ものとする。 

5.5 提出書類 

 表 1 のとおり。 

表１－提出書類 

5.6 安全 

a) この役務の実施に伴う安全対策は十分に行い，人身事故，器材破損を防止する措置を講ずる。 

番号 書 類 名 提 出 時 期 部数 提出先 備   考 

１ 着 手 届 契 約 後 速 や か に ３部 監督官 契約規則書式第２０ 

２ 作 業 日 誌 作業終了後速やかに ２部 監督官 様式第１ 

３ 作 業 実 施 確 認 書 毎 月 末 １部 検査官 様式第２ 

４ 作 業 管 理 者 等 名 簿 契 約 後 速 や か に １部 監督官 様式第３ 

５ 健 康 診 断 証 明 書 診断終了後速やかに １部 監督官 様式適宜 

６ 調 理 師 免 許 ( 写 し ) 契 約 後 速 や か に １部 監督官  

７ 作 業 要 領 書 契 約 後 速 や か に １部 監督官 様式適宜 

８ 作 業 前 教 育 実 施 記 録 契 約 後 速 や か に １部 監督官 様式適宜 

９ 出 勤 簿 前 月 末 ま で に １部 監督官  

１０ 立 入 申 請 書 来 島 １ 週 間 前 ま で １部 監督官 様式第４ 

１１ 立 入 者 名 簿 来 島 １ 週 間 前 ま で １部 監督官 様式第５ 

１２ 航 空 機 搭 乗 承 認 申 請 書 契 約 後 直 ち に ２部 ４空群 様式第６ 

１３ 航空機搭乗承認申請者名簿  契 約 後 直 ち に ２部 ４空群 様式第７ 

１４ 検 便 検 査 結 果 報 告 書 検査終了後速やかに １部 監督官 様式適宜 

１５ 火気等使用許可申請書 使 用 す る 場 合 １部 監督官 様式第８ 

１６ 終 了 届 役務終了後速やかに ３部 検査官 契約規則書式第２０ 
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b) 喫煙は，指定された場所で行い，火災には十分留意すること。 

c) 指定された場所及び業務場所以外への立入りは厳禁とする。 

なお，やむを得ず立入りを必要とする場合は，事前に官側の許可を受けること。 

5.7 基地内立入り 

 受託事業者の立入りについては，履行場所の諸規則を遵守する。 

a)  受託事業者は，基地内への立入りをする場合，その 1週間前までに，立入申請書（様

式第４）及び立入者名簿（様式第５）によって官側へ申請するものとする。 

1) 許可した場合官側は，立入許可証の発行及び識別ベストを貸与するものとする。 

 2) 受託事業者は居住場所及び業務場所以外へ立ち入る際は常時，識別ベストを着用し，

胸部の見やすい場所位置に立入許可証を着用しなければならない。 

5.8 交通・輸送等 

 硫黄島へ来島するまでの手続は，海上自衛隊厚木基地内第４航空群司令部(硫黄島支援

班)に航空機搭乗承認申請書（様式第６）及び航空機搭乗者申請者名簿(様式第７)を海上自

衛隊宛及び航空自衛隊宛にそれぞれ１部ずつ提出する。 

なお，監督官と調整の上，速やかに申請書を作成し提出するものとする。 

a) 航空機による本土（航空自衛隊入間基地又は海上自衛隊厚木基地）から硫黄島までの 

交通・輸送は，往復とも官用便を利用し，本土内の交通・輸送については，受託事業

者負担とする。 

b) 官用便利用の際は，搭乗に必要な諸手続を確実に行い，搭乗日当日は出発予定時刻の

１時間前に手続を完了するものとする。 

c) この役務に必要な資材及び機材の搬入手続は，受託事業者の責任において確実に行う

ものとする。また，航空機又は船便で輸送する必要がある場合には，これらの輸送に

耐えられる強固な資材で梱包を行い，受託事業者負担により輸送場まで搬入するもの

とする。 

5.9 宿泊・食事・医療等 

a)  作業管理者等が生活する宿泊施設の使用については無償とし，宿泊施設で使用した電

気，水道は有償とする。 

b) 作業管理者等の食事については有償とする。 

c) 硫黄島で，自衛隊医療機関による診察を受けた場合は保険適用外であり，全額現地払

いとなる。 

d) その他，日常必需品については，受託事業者が準備する。 

5.10 その他の遵守事項 

a)  受託事業者は，円滑な調理作業を実施するとともに，衛生管理に十分留意し，食中毒

防止に努める。 

b) 配食時間及び食数の変更を官側の都合によって申し入れた場合，受託事業者は可能な 

限りこれに対応する。 

c) 役務実施に当たっては，部隊運営に支障を与えないようにし，官側と十分調整を行わ

なければならない。 

d) 作業管理者は，作業の安全管理について労働基準法，労働安全衛生法，労働安全衛生

規則，その他関係諸法規に従い，委託期間中の作業現場における機器及び作業資材の

保管安全対策に必要な措置を講じるとともに，作業全般にわたり事故防止に努めるも

のとする。 

e) 給食機器等の定期点検及び修理は官側で実施するが，手順書で定められている整備作

業等において発見された軽微な不具合は，受託事業者が復旧する。その際使用する工

具類（一般的な市販工具類）は受託事業者負担とし，消耗品は官側負担とする。復旧
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作業の際は，監督官立会とし，作業終了後は作業日誌に記載する。 

f)  受託事業者は，受託事業者側の一方的な都合により，契約の破棄又は変更を行うこと 

なく履行しなければならない。 

g) 契約が終了したならば，受託事業者は使用した宿泊施設を受託事業者負担で原状に復

旧させなければならない。 

h) この仕様書に疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議する。 
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付図３－食堂内概略図 
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付 表 

食堂及び厨房等の清掃に必要な用具、洗剤等

番号 品   名 備   考 

１ 食器洗浄機用 洗剤 デターファインエコスーパー（ディバーシ） 

２ 食器洗浄機用 乾燥仕上げ剤 リンスアップ（ディバーシ） 

３ 中性洗剤  

４ 油汚れ用洗剤  

５ 配水管清浄剤  

６ 漂白剤  

７ パイプクリーナー  

８ ごみ袋 ４５・７０・９０リットル     

９ エンボス手袋  

１０ カビ取り用洗剤  

１１ トイレ用洗剤  

１２ タオル  

１３ さらし  

１４ 雑巾  

１５ スポンジ類  

１６ 手袋類  

１７ マスク類  

１８ バケツ類  

１９ ブラシ、タワシ類  

２０ ホース  

２１ モップ類  

２２ ほうき等  

２３ 水切り等  

２４ ワックス  

２５ ワックス剥離剤  
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様式第１ 

 

 

 

作 業 日 誌 

 

検査官 監督官 

  

平成   年   月   日   曜日  天候 （   ） 

代表者氏名：         印 作業従事者員数：  名 

食 
 

数 

 

食
器
洗
浄
作
業 

 確認 

清
掃
作
業 

 確認 

給
食
機
器
等
整
備 

 確認 

朝 食 朝  朝  朝  

昼 食 昼  昼  昼  

夕 食 夕  夕  夕  

弁当 食 その他  その他  その他  

点
検
及
び
確
認
事
項
（
点
検
時
刻
一
八
三
〇
） 

照 明 （断） 点 検  

幹曹士食堂  食肉加工室  食肉冷凍庫 
 

 
農産品冷蔵庫 

(屋 外) 

 
℃ 

  

幹曹配膳室  生ごみ置場  食肉冷蔵庫 
 

 
冷凍品保存庫 

(屋 外) 

 
℃ 

  

厨  房  野菜冷蔵庫  準備冷蔵庫 
 

 
冷凍品保存庫 

(屋 外) 

 
℃ 

  

乾 物 庫  
農産品冷蔵庫 

（屋 外） 
 酪農品冷蔵庫 

 
  

 
 

  

倉庫(A)(B)  
冷凍品保存庫 

（屋 外） 
 食肉加工室 

 
  

 
 

  

食肉冷凍庫  
酪農品冷蔵庫 

（屋 外） 
 生ごみ置場 

 
 

組立冷蔵庫 

米麦庫 

 
℃ 

  

食肉冷蔵庫  
組立冷蔵庫 

米麦庫 
 野菜冷蔵庫 

 
 

組立冷蔵庫 

ＮＬＰ 

 
℃ 

  

準備冷蔵庫  
組立冷蔵庫 

ＮＬＰ 
 

調 理 室 

（ガス元栓） 

開 ⅰ   

酪農品冷蔵庫  プロパン庫  閉 ⅰ   

記
事 
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様式第２ 

 

作業実施確認書（  月分） 

 

会社名        印   

 

   下記について確認をお願いします。 

 

記 

契 約 番 号 
 

契 約 年 月 日 
 

作 業 期 間 
自   平成  年  月  日 朝 

至   平成  年  月  日 夕 

作 業 延 食 数 

朝   食 

昼   食 

夕   食 

弁当  食 

食 器 洗 浄 日 数 

朝   日 

昼   日 

夕   日 

清 掃 作 業 等 日 数 清掃標準作業   日 

給 食 機 器 等 整 備 件 数          件 

環 境 整 備 件 数          件 

 

 

 

 

 

 

確認しました。 

平成  年 月 日 

監 督 官 
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様式第３ 

作業管理者等名簿 

平成  年  月  日 

監 督 官  殿 

 

住 所  １１１１１１１        

会社名             

代表者          ㊞  

作業管理者等名簿について 

委託契約について、作業管理者等を下記のとおりといたしましたので提出します。 

 

作業管理者 

番号 氏  名 国籍 性別 生年月日 住  所 経 歴 備 考 

        

        

※ 備考欄には、特記事項を記載する。 

 

作業実施者 

番号 氏  名 国籍 性別 生年月日 住  所 経 歴 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

※ 備考欄には、特記事項を記載する。 

検査官 監督官 

  

 

 

 

９
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様式第４ 

許可証番号 第  －  号 

 

立 入 申 請 書 

 
 

硫黄島航空基地隊司令 殿 

平成  年  月  日 

 

            代表者 

所 属              

職 名              

氏 名           印  

 

 

 下記のとおり立入したいので，許可されたく申請する。 

 
記 

 

１ 立入者氏名 

 

２ 立入場所 

 

３ 立入期間・期日 

 

４ 立入目的 

 

５ 身分証明書の番号及び発行年月日 

 

６ 硫空基調整窓口 

 

 

注：１ 立入者が複数名の場合は，別紙様式第２を添付する。 

  ２ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ列４番とし，縦長に使用する。 
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様式第５ 

 

立 入 者 名 簿 

番号 立入者氏名 
身分証明書の番号 

及 び 発 行 年 月 日 

許可証番号 

（硫空基運用班記入） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

現場責任者に◎を付すこと。 
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様式第６ 

航 空 機 搭 乗 承 認 申 請 書 

                      平成 年 月 日 

 

海  上  幕  僚  長  

殿 

（第４航空群司令経由） 

申請者 住所 

氏名 

 

航空機の搭乗について，下記により承認されたく申請します。 

 

記 

 

１ 搭乗者の職名（学校名，学年）氏名及び年齢 

 

 

２ 搭乗理由 

 

３ 搭乗予定日及び搭乗期間 

  

(1) 平成  年  月  日から平成  年  月  日までの任意の日 

 

(2) 搭乗区間 

 

４ 搭乗航空機の型式 

 

５ その他の遵守事項 

 

６ 事故があった場合の通知先 
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様式第７ 

航 空 機 搭 乗 承 認 申 請 者 名 簿 

番号 職 名 
（フリガナ） 

氏 名 

年 齢 

生年月日 

（西暦） 

印 住 所 

社内 

一貫 

番号 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

２２ 

 

様式第８ 

 

 

副 長 防火管理者 防火担当責任者 所属隊長 監督官 

 

 

 

 

 

   

火 気 等 使 用 許 可 申 請 書 

      申請（使用）者   会 社 名    代 表 者                                           

印 

下記のとおり、火気等の使用許可を申請する。 

器具名称 

 

 

 

使用期間 年  月  日   ～   年  月  日 

使用目的  

使用場所  

 

切り取り線 

 

火 気 等 使 用 許 可 証  （許可番号：    ） 

器具名称 

 

 

 

申請者 会社名：         代表者： 

使用期間 年  月  日   ～   年  月  日 

使用目的  

使用場所  

  

上記のとおり許可する。         年   月   日 

 

硫黄島航空基地隊司令    

 

 

 

 

 

 

 

 

許可番号 

（    ） 



 

２３ 

 

調達要領指定書 

調 達 要 求 番 号  

調達要求年月日  

作 成 部 課 硫黄島航空基地補給隊 

作 成 年 月 日  

品名  件名 硫黄島における調理作業等業務 

仕様書番号  

 

 

指定事項：本調達は、次による。 

 

 

2.7 標準業務量等 

2.7.1 標準食数 

 朝，昼及び夕食の食数は，それぞれ３６０食を標準とする。ただし，休暇期間，訓練等

により食数が上下する場合がある。 

2.7.2 標準作業時間 

 表１に示す喫食開始時刻に喫食ができるように当日の献立を勘案して調理作業等を実施

する。ただし，喫食時間は訓練支援等，定期便の運航時間により変更する場合がある。こ

の場合，受託事業者は変更に応じて作業を実施する。 

表１－喫食時間 

区  分 

平  日 航空機運航日 休養日等 

開始 終了 開始 終了 開始 終了 

朝  食 06:00 07:00 06:00 07:00 06:30 07:30 

昼  食 11:15 12:45 11:00 12:30 11:45 12:45 

夕  食 16:30 17:45 16:30 17:45 16:30 17:45 
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硫黄島における調理作業等委託 

 

 

手順書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

硫黄島航空基地隊補給隊 
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１ 輸送される食品材料の格納作業 

  厚木航空基地より航空機（官用便）で輸送される食品材料を格納する。 

 標準作業内容（場所は付図第１参照） 備  考 

１ 「27 プラットホーム」に搬送された食品材料

等を官側と共同で受領する。 

航空機から「27 プラットホーム」までは官

側で輸送する。 

２ 監督官立会の下、食品材料等を分別し、格納す

る。 

表１ 食品材料格納表を標準とする。 

表１ 食品材料格納表 

食品材料区分 格納場所（付図第１） 

生糧品 「28 酪農品冷蔵庫」「30 農産品冷蔵庫」 

冷凍品 「13 食肉冷凍庫」「29 冷凍品保存庫」 

貯糧品 「8 酪農品冷蔵庫」「30 農産品冷蔵庫」 

米 「32 組立式冷蔵庫」 

 

２ 調理作業 

  厚木航空基地隊栄養担当官が作成する献立表を標準とする。（付表第１は２５年６月の献立） 

  なお，悪天候により，食品材料の輸送便が不通の場合や官側若しくは台風接近等天候の都合により

食堂が使用できない場合においては，献立表以外のものになることがある。その場合の献立は，官側

と作業管理者の間で協議するものとする。 

 標準作業内容 備  考 

１ 

献立表示に基づき、必要な食品材料を格納場所から搬出

する。 

貯糧品については、糧食出庫伝票

(付表第２)に記入して、監督官の了

承を得る。 

２ 下処理をする。 食品材料の洗浄、切り込み等を行う。 

３ 
下処理した食品材料を調理する。 煮炊き、焼く、揚げる、味付け等を

行う。 

４ 毎月末、月末在庫調査票（付表第３）を作成する。  

５ 監督官立会により在庫品と帳簿の照合を行う。  

※ 刃物やガスを使用する作業のため、安全に注意して行う。 

※ 揚げ物は大量調理施設衛生管理マニュアルにより、中心温度を測定、記録し、官側が確認できるよ

うにする。 

 

３ 配食作業 

 標準作業内容（付図第１参照） 備  考 

１ 
「2 幹部配膳室及び通路」及び「5 曹士配膳室及び通路」の

入口付近に計数器（カウンター）を準備する。 

喫食者の把握 

２ 
各テーブルに紙ナプキン、調味料（塩、醤油、ウスターソース、

とんかつソース、胡椒、七味とうがらし等）を準備する。 

 

３ お盆、食器類をレーンに配置する。  

４ 

調理された料理を幹部・曹士食堂別に準備し、配食する。 

そば、うどん等の麺類については、あらかじめ丼に入れておき、

配食する。 

適温配食に努め、清潔で衛生

的な配食作業を行う。 

５ 
１人当たりの数が決まっている物については、数量を明記した

札を置き示す。 

 

６ 
レーンの最後部にメニューに応じた調味料（ポン酢、ドレッシ

ング、マヨネーズ等）を準備する。 

献立表を参照 

７ 配食する主食や副食の量が少なくなった場合は、適宜補充する。  

 

４ 洗浄作業 

食器類は，使用の都度洗浄し，食器消毒保管庫に格納して殺菌を行うこと。 



 

４ 

 

 標準作業内容 備 考 

１ 使用後の食器類の洗浄 数量は表２ 食器類洗浄基準を標

準とする。 ２ 使用後の給食器材の洗浄 

表２ 食器類洗浄基準 

食事区分 

食器類 
単位 朝食 昼食 夕食 合計 

洗浄方法 

洗浄機 手洗い 

飯わん  φ150×60mm 個 360 360 360 1080 ○  

汁わん  φ127×62mm 個 360 360 360 1080 ○  

湯のみ  φ100×65mm 個 360 360 360 1080 ○  

三仕切り皿 φ244×H28mm 個 360 360 360 1080 ○  

小判皿 φ244×180×H25mm 個 360 360 360 1080 ○  

トレー 441×331×H18mm 個 300 300 300 900 ○  

トレー 450×350×H18mm 個 60 60 60 180 ○  

箸   210mm 膳 360 360 360 1080  ○ 

丼   φ178×H72mm 週１～２回を基準とする。 ○  

カレー皿  315×178×H35mm 週１～２回を基準とする。 ○  

小鉢  φ110×H45mm 週１～２回を基準とする。 ○  

小皿  φ160×H15mm 週１～２回を基準とする。 ○  

スプーン  210mm 週１～２回を基準とする。  ○ 

レンゲ  150mm 週１～２回を基準とする。  ○ 

お玉及びレードル類 個 15 15 15 45  ○ 

パンはさみ類 個 15 15 15 45  ○ 

飯用保温コンテナ 483×373×H218mm 個 10 10 10 30 ○ ○ 

ホテルパン   530×325×H150mm 個 15 15 15 45 ○ ○ 

ホテルパン   530×325×H100mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

ホテルパン   530×325×H75mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

ホテルパン蓋  530×325×H10mm 個 15 15 15 45 ○ ○ 

ホテルパン   416×252×H150mm 個 10 10 10 30 ○ ○ 

ホテルパン蓋  416×252×H10mm 個 10 10 10 30 ○ ○ 

ホテルパン   325×265×H150mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

ホテルパン   325×265×H100mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

ホテルパン蓋  325×265×H10mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

ホテルパン   325×175×H150mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

ホテルパン   176×162×H150mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

ホテルパン   176×162×H100mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

フードパン   530×325×H150mm 個 10 10 10 30 ○ ○ 

フードパン   416×252×H100mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

フードパン   325×265×H100mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

角バット    638×432×H150mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

角バット    585×422×H120mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

角バット    585×422×H80mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

角バット    575×365×H95mm 個 5 5 5 15 ○ ○ 

角バット蓋   575×365×H10mm 個 10 10 10 30 ○ ○ 

番重バット   550×375×H145mm 個 10 10 10 30 ○ ○ 

野菜用コンテナ  724×474×H339mm 個 5 5 5 15  ○ 

野菜用コンテナ  578×386×H281mm 個 5 5 5 15  ○ 

焼き皿     662×458×H30mm 個 20 20 20 60 ○ ○ 

焼き皿     460×295×H25mm 個 10 10 10 30 ○ ○ 

ボール類    φ170～φ480 個 10 10 10 30  ○ 

ボール類    φ170～φ600 個 10 10 10 30  ○ 



 

５ 

 

５ 残飯等及びごみの処理 

 標準作業内容（付図１参照） 

１ 
配食、調理作業後の残飯等は、水切りざるに入れ、ビニール袋に入れて「25 生ごみ置場冷蔵庫・

ごみ置場の冷蔵庫内に集積するほか、生ごみ処理機の分別方法により分別する。 

２ 
食器洗浄機使用後に出た残飯等は、食器洗浄機の排水口にざるを設置し、水きりざるに入れて「25 

生ごみ置場冷蔵庫・ごみ置場」の冷蔵庫内に集積する。 

３ 
その他のごみは、表３ ゴミ分別表に従って分別し、ビニール袋に入れて「25 生ごみ置場冷蔵

庫・ごみ置場の冷蔵庫」内に集積する。 

表３ ゴミ分別表 

種  類 内     容 

可燃ごみ 
個人の生ゴミ、紙類、繊維類、プラスチック、ビニール、雑誌 

ダンボール、ゴム、皮革製品 

資源ごみ 

缶 類 スチール缶、アルミ缶（塗料及び油脂類を除く。）それぞれ分別 

発泡スチロール  

ビン類 ビン、ガラス容器 

プラスチック容器 ペットボトル、シャンプー、調味料等のプラスチック容器 

不燃ごみ 
割れ物 ガラス、陶磁器、電球、蛍光灯等 

小物 金属類、やかん、なべ等 

食堂の生ごみ 付紙第１で示すごみについては、可燃ごみとする。 

※ 生ごみ処理機を使用しているため、投入可能な物と投入不可能な物（付紙第１参照）を完全に分別

して袋に入れること。分別が困難な物については、可燃物として明記すること。 

 

６ ボイル作業 

  滞在期間が短期である者、若しくは大人数の部隊が来島する時には、缶飯又はレトルト食品等（以

下、缶飯等と言う）を持参するように来島部隊に要求している。また、台風の接近や訓練により、食

堂での喫食ができない場合に缶飯等のボイル作業を実施する。ボイル作業を実施する場合には、事前

に官側から作業管理者に連絡をする。 

 標準作業内容 備  考 

１ 事前にボイル支援の依頼が監督官経由で連絡をする。 

来島部隊等が持参したレトルト食品等を監督官経由で受領する。 

ボイル作業の依頼が監督官経由で連絡される。 

ボイルする缶飯等を監督官経由で受領する。 

 

２ 缶飯等をボイルする。  

３ ボイルした缶飯等を、監督官指示で受領部隊単位に分ける。  

４ 休憩室（「9 休憩室・便所・シャワー室」）で受領者に渡す。  

 

７ 弁当作成作業 

訓練や作業等で食堂喫食ができない喫食者及び弁当作成依頼があった場合弁当を作成する。 

    

１ 監督官の指示により弁当作成数量及び受領時間が通知される。 朝０７３０以前の弁当受領の

場合は缶飯とする。 

２ 弁当を作成する。メニューは通常食の献立を基準とする。ただし、

弁当食に向かない献立（麺類など）の場合は、監督官指示による

メニューで弁当を作成する。 

作成年月日及び賞味期限を明

記する。 

３ 作成した弁当を監督官指示で受領部隊等単位に分ける。  

４ 「9 休憩室・便所・シャワー室」において受領者に渡す。 付表第６ 弁当受渡簿に部隊

名及び数量を記入し、受領サ

インを書かせる。 

８ 清掃作業及び整備作業 

８－１ 清掃作業 



 

６ 

 

 表３ 清掃標準に従って清掃する。（清掃する施設等は、付表第４及び付図第１のとおり。） 

表３ 清掃標準 

清掃場所 頻 度 内  容 

「1 幹部食堂」 

「4 曹士食堂」 

毎食後 掃き掃除、拭き掃除 

週 1回 窓拭き 

２か月に１回以上 ワックスがけ 

「3、6前室・便所・掃除用具室 毎 日 掃き掃除、拭き掃除、水を流す。 

「2 幹部配膳室及び通路」 

「5 曹士配膳室及び通路」 

毎食後 掃き掃除、拭き掃除 

２か月に 1回以上 ワックスがけ（通路のみ） 

「7 洗浄室」 

「8 前室・プラットホーム」 
毎食後 掃き掃除、拭き掃除、水を流す。 

「9 休憩室・便所・シャワー室」 毎 日 
掃き掃除、拭き掃除（便所、シャワ

ー室のみ）水を流す。 

「10 厨 房」 

「11 野菜調理室」 

「12 食肉加工室」 

毎食後 掃き掃除、拭き掃除、水を流す。 

「13 食肉冷凍室」 使用後 掃き掃除 

「14 パン焼き室」 毎 日 掃き掃除、拭き掃除 

「15 野菜冷蔵庫」 

「16 食肉冷蔵庫」 

「17 準備冷蔵庫」 

「18 酪農冷蔵庫」 

「19 糧食庫」 

「20 倉庫（Ａ）」 

「21 倉庫（Ｂ）」 

使用後 掃き掃除、拭き掃除 

「25 生ごみ置場・ごみ置場」 毎 日 掃き掃除、拭き掃除、水を流す。 

「26、27 プラットホーム」 週に１回以上 掃き掃除 

「28 酪農品冷蔵庫」 使用後 掃き掃除、拭き掃除 

「29 冷凍保存庫」 使用後 掃き掃除 

「30 農産品冷蔵庫」 使用後 掃き掃除、拭き掃除 

「32、33 組立式糧食庫 使用後 掃き掃除、拭き掃除 

８－２ 給食器材の清掃及び整備作業等 

 給食機器の保守点検は年に 1回程度、官側が契約して実施するが、日常の清掃及び整備作業について

は表４ 給食機器の清掃及び整備作業等標準に従って行う。（清掃及び整備作業等をする給食機器は、

付表第５及び付図第１のとおり。） 

 なお、番号は付図第１の場所を示す。 

表４ 給食機器の清掃及び整備作業標準 

場

所 
機器名 型番等 数量 頻 度 内 容 

11 
フードスライサー HAS-10B １EA 使用後 

分解し、ベルト、刃物、本体

の清掃及び駆動部分に注油 

つまカッター MTC-1000A １EA 使用後 分解し、刃物、本体の清掃 

殺菌庫器具用 TSCE031 １EA 使用後 庫内清掃 

10 
冷蔵庫 NSRR-E1881 ３EA 

使用後 整理整頓 

月１回 エアフィルター清掃 

コンベクションオーブン COG-142 ２EA 使用後 焼き皿及び庫内清掃 

揚物器固定式１号 MXF-146W １EA 使用後 槽内清掃 

製氷機 IM-230XL １EA 
使用後 本体清掃 

月１回 エアフィルター清掃 エアフィルター清掃 

蒸し機 NSC-10G ２EA 使用後 容器、本体の清掃 



 

７ 

 

 

場

所 
機器名 型番等 数量 頻 度 内 容 

10 
回転釜ガス小型 GHSL4-32 ３EA 

使用後 釜の清掃 

週１回 駆動部に注油 

ガス高速レンジ大型 RCK-30MK ２EA 使用後 焼き皿、庫内、本体清掃 

炊飯器ガス大型 PRC-30 ２EA 使用後 炊飯釜、本体清掃 

水圧洗米機 RW-45 ３EA 使用後 循環ホース、本体清掃 

ガステーブル大型 PGT-1894P １EA 使用後 五徳、バーナー、本体清掃 

保温機 HFCT-R2 １EA 使用後 本体清掃 

電解水生成装置 HOX-40A １EA 使用後 本体清掃 

12 食肉スライサー NF-320 ２EA 使用後 本体清掃 

ミートチョッパー MGB-32 １EA 使用後 本体清掃 

ハンドソー NSO-30B １EA 使用後 本体清掃 

２ 

・ 

５ 

グリドル電気 TEG-900 ４EA 使用後 鉄板磨き、本体清掃 

保冷陳列ケース SSR-DX170FB ２EA 使用後 本体清掃 

食品保温テーブル TEG-900 ２EA 使用後 本体清掃 

食品保冷テーブル SUR-G1861S １EA 使用後 本体清掃 

食品保冷テーブル SUR-G2171S １EA 使用後 本体清掃 

両面取入扉付食品保冷庫 HFCT-R1 ２EA 使用後 本体清掃 

両面取入扉付食品冷蔵庫 N-SRR-C1AP ２EA 使用後 本体清掃 

ガラス扉冷蔵庫 RS-120X-4G １EA 使用後 庫内整理整頓、本体清掃 

ガラス扉冷蔵庫 N-SRR-E1581D １EA 使用後 庫内整理整頓、本体清掃 

アイスクリームストッカー SCR-42 ２EA 使用後 本体清掃 

アイスディスペンサー DSM-20B １EA 使用後 注水口、スノコ等の清掃 

給茶器 AT-24H2E ２EA 
使用後 注水口、スノコ等の清掃 

年４回 タンク内の湯を捨て沸し直す。 

給茶器 GHM-15A-HM ２EA 使用後 タンク等の清掃 

年４回 タンク内の湯を捨て沸し直す。 

ウォーマーテーブル KST-186 ２EA 使用後 槽内、本体清掃 

ウォーマーテーブル KST-257 ２EA 使用後 槽内、本体清掃 

コールドテーブル SUR-G1571S １EA 使用後 槽内、本体清掃 

月１回 エアフィルター清掃 エアフィルター清掃 

コールドテーブル SUR-G1261S １EA 使用後 槽内、本体清掃 

月１回 エアフィルター清掃 エアフィルター清掃 

アイスディスペンサー DSM-60G １EA 使用後 槽内、本体清掃 

冷蔵ショーケース SSM-400K １EA 使用後 槽内、本体清掃 

月１回 エアフィルター清掃 エアフィルター清掃 

トレーディスペンサー CM1814-2CS ２EA 使用後 本体清掃 

椀ディスペンサー CM-102 ２EA 使用後 本体清掃 

皿ディスペンサー CM-302 ２EA 使用後 本体清掃 

皿ディスペンサー CM-402 １EA 使用後 本体清掃 

冷蔵ショーケース AGV-150X-C ２EA 
使用後 本体清掃 

月１回 エアフィルター清掃 エアフィルター清掃 

７ 
食器洗浄機 DWA-8M １EA 

使用後 槽内、残飯流し等の使用部分の

洗浄清掃 

食器消毒保管庫 ISC-W30J-E １EA 使用後 本体清掃 

食器消毒保管庫 EW-40NW-B ２EA 使用後 本体清掃 

消毒槽 HBD-96G １EA 使用後 槽内清掃 

消毒槽 HDB-76G １EA 使用後 槽内清掃 



 

８ 

 

場

所 
機器名 型番等 数量 頻 度 内 容 

４ アイスディスペンサー DSM-20B １EA 使用後 注水口、スノコ等の清掃 

給茶器 AT-24H2E １EA 
使用後 注水口、スノコ等の清掃 

年４回 タンク内の湯を捨て沸し直す。 

１ アイスディスペンサー DSM-20B １EA 使用後 注水口、スノコ等の清掃 

給茶器 AT-24H2E １EA 
使用後 注水口、スノコ等の清掃 

年４回 タンク内の湯を捨て沸し直す。 

32 組立式糧食庫 59.7㎡ １EA 使用後 整理整頓 

33 組立式糧食庫 59.7㎡ １EA 使用後 整理整頓 

※ 組立式糧食庫以外の機器は、掃除の際に外側を拭き掃除する。 

※ すべての機器は、使用前後に目視外観点検による異常の有無の確認を行う。 

 

９ 環境整備 

 表５ 環境整備標準に従って、食堂及び厨房周辺の清掃等を行う。範囲については、付図第２のとお

り。 

表５ 環境整備標準 

 作業内容（付図第２参照） 作業頻度 

周辺の環境整備 掃き掃除 週１回以上 

草刈り後の草集め 

草刈り後の草集めを行う。 

集めた草は「25 生ごみ置場冷

蔵庫・ごみ置場」に集積する。 

官側の草刈り後 

（月１回程度） 

 

１０ その他 

a） 検 食 

  給食の円滑化、効率化及び衛生管理の向上を図るため、毎食時、海上自衛隊硫黄島航空基地隊副長

及び、海上自衛隊硫黄島航空基地隊航空衛生隊衛生隊長又はその他指定する者の検食を受ける。 

b） 献立説明 

  献立表は海上自衛隊厚木航空基地隊の栄養士が作成し、２週間前に示す。作業管理者は定期的に官

側から献立について説明を受ける。 
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33 組立式糧食庫 

28 酪農品冷蔵庫 29 冷凍品保存庫 30 農産品冷蔵庫 31 機械室 

27 プラットホーム 
25 生ごみ置場冷蔵庫・ごみ置場 

24 機械室 

13 食肉冷凍庫 

23 電気室 

16  17  18 

32 組立式糧食庫 

26 

22冷凍機室 

21倉庫(B)  

12食肉加工室 

14パン焼室 

16食肉冷蔵庫 

17準備冷蔵庫 

18酪農品冷蔵庫 
10 厨  房 

19 糧食庫 

20倉庫(A) 

11野菜調理室 
34乾物庫 

15野菜冷蔵庫 

9休息室・便所・シャワー室 

5 曹士配膳室及び通路 
6便所・掃除用具室 

4 曹士食堂 
1 幹部食堂 

8プラットホーム 

7  洗浄室 

2 幹部配膳室及び通路 
3便所・掃除用具室 

食堂内図 
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環境整備区画図 
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環境整備区画 

（約３００㎡） 

食 堂 
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付紙第１ 

 

生ごみ処理機の分別方法 

 

 

１ 生ごみ処理機で処理できる物 

下記に示す処理できない物以外の調理くず及び残飯等 

 

２ 生ごみ処理機で処理できない物 

種  類 処理方法 備  考 

たけのこの皮・とうもろこし 

大量のたまねぎの薄皮、このほ

かこれに類するもの 

可燃ごみとして処理  

牛・豚などの大型の骨、大量の

貝殻、玉子の殻等 

可燃ごみとして処理 

 

 

天ぷら油、ラードなどの油脂

類、洗剤 

可燃ごみとして処理  

ご飯のかたまり、もち 小分けにして袋に入れる。 処理機には分散して投入する。 

大量にある場合は、一部を可燃ご

みとして分別する。 

丸ごとの野菜 使用できない野菜について

も切ってから捨てる。 

キャベツ等は３等分以下、長ネギ

等は４等分以下の大きさに切る。 

金属・石・せともの・ガラス・

プラスチック等無機質な物 

不燃ごみとして処理  

ぞうきんなど   

※ 上記の表以外にも大量の残飯がある場合には、小分けにしてビニール袋に入れるほか、表中の物

と混在してビニール袋に入れた場合には、可燃物として明記しておくこと。 

投入ができるか不明な物については、監督官に確認し、処理する。 
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献立表（平成２５年６月分） 
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糧食出庫伝票 
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月末在庫調査票 
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清  掃  す  る  施  設  等 

 

番号 施 設 等 の 名 称 

面積・

単 位

（㎡） 

 

番号 施 設 等 の 名 称 

面積・

単 位

（㎡） 

１ 幹部食堂 153.9 ２３ 電気室（屋外） 42.6 

２ 幹部配膳室及び通路 123.4 ２４ 機械室（屋外） 99.9 

３ 前室・便所・掃除用具室 34.0 ２５ 生ごみ置場冷蔵庫・ごみ置場（屋外） 10.0 

４ 曹士食堂 201.0 ２６ プラットホーム（屋外） 46.5 

５ 曹士配膳室及び通路 154.6 ２７ プラットホーム（屋外） 293.4 

６ 前室・便所・掃除用具室 34.0 ２８ 酪農品冷蔵庫（屋外） Ｗ9.15×Ｄ7.70×Ｈ2.70 70.5 

７ 洗浄室 66.9 ２９ 冷凍品保存庫（屋外） Ｗ4.36×Ｄ7.70×Ｈ2.70 33.6 

８ 前室・プラットホーム 43.9 ３０ 農産品冷蔵庫（屋外） Ｗ9.25×Ｄ7.70×Ｈ2.70 71.2 

９ 休息室・便所・シャワー室 36.8 ３１ 機械室（屋外） 34.4 

１０ 厨房 186.9 ３２ 組立式糧食庫（屋外） Ｗ9.00×Ｄ3.60×Ｈ2.30 32.4 

１１ 野菜調理室 23.0 ３３ 組立式糧食庫（屋外） Ｗ9.00×Ｄ3.60×Ｈ2.00 32.4 

１２ 食肉加工室 14.6 ３４ 乾物庫  12.9 

１３ 食肉冷凍庫 14.6    

１４ パン焼室 21.7    

１５ 野菜冷蔵庫      Ｗ4.60×Ｄ3.70×Ｈ2.68 24.8    

１６ 食肉冷蔵庫      Ｗ2.28×Ｄ2.33×Ｈ2.68 8.7    

１７ 準備冷蔵庫      Ｗ2.30×Ｄ3.27×Ｈ2.68 7.9    

１８ 酪農製品冷蔵庫    Ｗ2.90×Ｄ2.30×Ｈ2.68 7.5    

１９ 糧食庫 38.5    

２０ 倉庫（Ａ） 6.7    

２１ 倉庫（Ｂ） 12.0    

２２ 冷凍機室 20.0    

 

 

付
表
第
４
 



 

 

 

３
７

 

 
 

  

付
表
第
５

 

清 掃 す る 給 食 器 材 等 



 

 

 

３
８

 

 
 

 

清 掃 す る 給 食 器 材 等 



 

 

 

３
９

 

 
 

 

清 掃 す る 給 食 器 材 等 



 

４０ 

 

 

付表第６ 

弁 当 受 渡 簿 
月 日 部隊名 数量 受領時間 受領サイン 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


